
【令和６年４月８日掲載】

令和６年度に一部校則の見直しを行いました。生徒は、下記の校則を遵守し、安全・安心な
学校づくりに努めてください。
保護者の皆様におかれましても本校の教育方針を御理解のうえ、御協力をお願いいたします。
今後も校則の見直し検討を行ってまいります。検討の結果ホームページ等にてお知らせいた

します。

■生徒心得

１ 目指す生徒像

（１）他者に対して礼儀をもって接し、気持ちの良い挨拶を励行すること。

（２）生徒の間でも進んで挨拶をすること。

（３）相手を尊重した言葉遣いを心がけること。

（４）清潔にして端正であること。

２ 服装について

（１）制服は男女共に本校指定のものを着用し、この制服以外の着用は一切禁止する。制服の下に着用す

る服は、華美でなく制服からはみださないこと。

（２）男子が夏の制服の下に着用する下着は、上着から透けて色が目立たないものとする。なお、白系統

で無地もしくはワンポイントまでが望ましい。

（３）ズボンは腰の位置まで下ろしてはくことを禁止する。ボタンはすべて留めて着用すること。

（４）女子のスカート丈は、指定の丈とする。また、冬服着用時にはシャツのボタンをすべて留めてリボ

ンを着用すること。

（５）本校指定のコートまたは黒、紺、グレー系の単色である防寒具着用を認める。ただし、校舎内にお

いては着用しないこと。また、防寒用として、黒またはベージュ系の無地であるタイツ・ストッキン

グの着用を認める。

＊膝下まで丈がある防寒具については、登下校時危険があるため禁止とする。

（６）マフラー、ネックウォーマーは、白・黒・紺・グレー系をベースとした色まで認める。

（７）着用及び使用を許可しないものは以下のとおりとする。

・帽子、耳あて、レッグウォーマー、タートルネック及びフード付き衣服。

（８）通学靴は、華美でないものとする。高価なものは履いてこない。

（９）学校内における上履きは、 学校指定のものを使用すること。

（10）ソックスについては、白・黒・紺・グレー系の単色とし、ワンポイントは可とする。ただし、実習

等の事故を防ぐため、くるぶしが完全にかくれるものとする。

（11）ベルトは黒・紺・茶系の単色とする。

（12）通学カバンは学校指定のものとする。

（13）ピアスやイヤリング、ネックレス、指輪、腕輪、足輪等の装飾品の着用は禁止する。また化粧等

（ファンデーション、口紅、色つきリップ、マニキュア、カラーコンタクトその他の装飾等）も禁止

する。ただし、日焼け止めやリップクリームは無色のものに限り使用を認める。

（14）負傷や病気などのやむを得ない理由によって、規定以外のものを着用する場合は、異装許可願を提

出し、学校の許可を受けて着用すること。

（15）校内及び登下校中に、規定に違反したものを着用している場合は、一時預かり指導を行う。

（16）制服の加工やカバンを改造した場合は、買い換えをさせる。

（17）制服については、夏服・冬服の移行期間を設定していないので、気温等を考慮して適切な服を着用

する。

３ 頭髪について

頭髪は常に清潔を心掛け、いつでも就職・進学試験に臨めるようにしておく。
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（１）望ましい頭髪

・前髪は、眉毛にかからないようにする (出る場合は、ピンでとめる)。

・横髪は、耳にかからないようにする。後髪は、襟にかぶらないようにする。

・横髪、後髪が上着の襟にかかる場合は結ぶ。ゴムの色は黒、紺、茶系のいずれかとする。

（実習等危険があるため髪が長い場合は結ぶ。）

・もみあげは、耳たぶから出ないようにする。

（２）パーマ、染色や脱色、ラインを入れることは禁止する。染色や脱色が確認された場合、直ちに色が

無くなるまで短く整髪するか黒染めを行なうこと。ドライヤー等で変色した場合も同様とする。

（３）髪の加工を行う目的とした整髪料の使用は禁止する。

（４）奇抜な髪型は、整髪指導を行う。

（５）過度な眉の加工、髭を生やすことは禁止する。

（６）上記（２）～（５）までの違反があった場合は、継続的・段階的な指導を行う。

４ 所持品

（１）多額の現金や貴重品を学校に持ち込まないこと。特に理由があってやむを得ず持ち込む場合は、朝

礼時に学級担任に預けること。

（２）実習や体育など教室を空ける場合は、貴重品は自己管理し、管理できない場合は担当教師に預ける

こと。

（３）金銭、物品等の貸借を禁上する。

（４）教科書やノートなど、所持品には可能な限り氏名を記入すること。

（５）学校に不必要な物(菓子類【特にガム】、漫画本、雑誌、化粧品、遊具類等)は持ち込まないこと。

持ち込んだ場合は、預かり指導等の対象とする。また、校内でのハンディ型扇風機の使用は禁止す

る。

（６）常に生徒証明証、生徒手帳を携帯すること。

５ 交通安全について

（１）原動機付自転車、 自動二輪車の免許取得は、いかなる場合も認めない。

（２）普通自動車免許取得も認めない。但し、卒業後の社会生活の利便性を考慮し、自動車学校への入校

手続きを１１月１日以降、入校は２学期期末考査終了日翌日を基準として生徒指導課が定め、これを

許可する。いかなる理由であってもこれ以前もしくは以降に自動車学校に許可なく通学した者は特別

指導の対象とする。免許取得は卒業式後とする。

（３）オートバイの同乗は特に危険性が高いので、いかなる場合も禁止する。

（４）通学時に自転車を利用する者は、自転車の交通ルールを遵守すること。ルール違反や自転車通学禁

止区域を通行した場合は指導の対象とする。また、必ず任意保険に加入し、学校に届け出て許可を得

ること。許可後、ステッカーは必ず認証できる位置に貼ること。

（５）自転車の使用は、駐輪場施設のある最寄りの駅及び学校までとする。

（６）自転車通学については道路交通法を遵守すること。構内では下車して押して歩き、下り坂など

では、スピードを出しすぎないこと。

６ 登下校について

（１）登校日は所定の時間を厳守し、他者に迷惑を及ぼさないように注意すること。通学途上では、公衆

道徳や、マナーを守り、本校生徒として自覚ある行動をとること。

（２）オートバイ、自動車、タクシー （での送迎を含む）通学は禁止する。休日、放課後といえども同

様とする。但し、ケガ等でやむを得ず保護者による送迎またはタクシーで通学する場合には事前に届

け出ること。その際、正門付近は危険なので校内の体育館前で乗降すること。

（３）決められた通学路を通って登下校すること。通学禁止区域を通行した場合は指導の対象とする。

（４）登下校中に事故が生じた場合には、すみやかに学校へ連絡すること。特に交通事故の場合は警察に

も届け出ること。

（５）登校後は、担任または副担任の許可なく校外に出ることを禁止する。
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（６）生徒の下校時間は原則、夏期 ４月～１０月 １９時３０分、冬期 １１月～３月 １９時００分

までとする。

７ 遅刻について

（１）正門・北門を８時３５分以降に通過したもの、また、教室に８時４０分以降教室に入室したもの

(朝練習等の遅れも含む)は遅刻として取り扱う。

（２）遅刻を学期に５回以上した生徒は、各学期毎終業式に清掃活動を行う。

（３）通院での遅刻は認めない。(放課後に通院する) 但し、緊急な場合等でやむを得ず午前中等に通院

しなければならない場合は、必ず保護者から学級担任へ連絡を入れてもらうこと。

（４）公共交通機関で通学する生徒において、ＪＲ利用で遅延証明がある場合は遅刻と取り扱わない。バ

ス利用は、遅延証明がある場合でも基本的に遅刻として取り扱う。

８ 部活動の時間帯について

（１）夏期 ４月～１０月 原則、１９時３０分までとする。

冬期１１月～ ３月 原則、１９時００分までとする。

練習時間の延長は、 顧問の管理下で行われることとする。

（２）定期考査前１週間及び定期考査中は部活動を停止する。但し、大会前等やむを得ない理由で部活動

顧問が申請を行い、許可が出た場合は特別に２時間程度の活動を認める。

（３）休日に部活動を行うため登校する場合、登下校は制服を着用し、通学カバンを利用すること。ただ

し、大会や遠征時に限っては、部活動で統一した服装を着用するなど、顧問の指示に従うこと。

９ 校外活動について

（１）外出に際しては、身分証明書を常時携帯し、不健全な場所へ出入りしないこと。

（２）アルバイトは原則禁止とする。保護者よりアルバイト許可願が申請された場合、学校側で慎重に審

議し、必要と判断された場合は許可をする。但し、危険を伴う作業、深夜（２２時以降）の作業、主

に酒類を提供する職種、風俗営業等の職種はアルバイトの許可をしない。また、成績不振・授業態度

の悪化した生徒はアルバイト許可を取り消す。

10 携帯電話（スマートフォン等）について

（１）校内での使用は禁止する。ただし、教師の指示した場合を除く。携帯電話を校内に持ち込む場合、

携帯電話（スマートフォン含む）の持込申請を行うこと。

（２）違反があった場合は校内で指導する。改善が見込めない場合は特別指導の対象とする。

11 特別指導

上記の規則に違反した場合、反社会的な行為をした場合や学校の指導に従わない場合には生徒に対して

懲戒を行う。

【種類】 訓告・停学・退学

【適用】 問題行動の内容に応じて校長が懲戒の内容を決定し、特別に指導を行う。

＊停学については、期間中の反省状況や態度が良好であり、且つ今後の学校生活を問題なく

送ることができると校長が判断した場合に解除される。

12 生徒指導課への届出、許可、または申請を必要とするもの

○盗難・紛失・拾得届 ○異装許可

○アルバイト許可 ○自転車通学許可（任意の自転車保険の加入が条件）

○自動車学校入校許可願 ○携帯電話の持込申請

○提示・印刷物等の配布許可 ○通学禁止区域内立入許可

その他必要に応じて指示する場合がある。


